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建設工事等競争入札参加資格審査申請について（令和７・８年度追加申請） 

 

山陽小野田市監理室 

 

 山陽小野田市及び水道局（病院局を除く。）が発注する建設工事等の入札に参加しよう

とする者が、資格審査を申請する場合は、以下の内容を十分熟知し、間違いのないように

注意してください。 

 詳細な事項及び不明な点は、監理室へお問い合わせください。 

 なお、建設工事等競争入札参加資格審査申請書（以下「申請書」という。）と直接関係

のない書類は添付しないでください。 

 

【１】申請者の資格 

 

【２】申請の区分 

申請区分 申請者の資格 

建 設 業 

建設業法第２条第３項に規定する建設業者で、同法第２７条の２３の経営事

項審査を受け、同法第２７条の２７の経営規模の評価の通知及び同法第２７条

の２９の総合評定値の通知を受けている者。 

ただし、申請日時点において、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加

入状況が「加入」又は「適用除外」である者に限る。 

測 量 業 測量法第１０条の３に規定する測量業者 

土 木 関 係 建 設  

コンサルタント業務 

公共工事の前払金保証事業に関する法律第１９条第３号に規定する建設コ

ンサルタントのうち、土木関係コンサルタント業務を営む者。 

建 築 関 係 建 設  

コンサルタント業務 

公共工事の前払金保証事業に関する法律第１９条第３号に規定する建設コ

ンサルタントのうち、建築士事務所等建築関係コンサルタント業務を営む者。 

ただし、業務に関し、法律上登録を必要とするものにあっては、当該登録を

受けている者に限る｡ 

地 質 調 査 業 地質調査業者登録規程第２条の登録を受けている者 

補 償 関 係 

コンサルタント業務 

補償コンサルタント登録規程第２条第１項の登録を受けている者。 

不動産鑑定、土地家屋調査士など登記手続等補償に関する業務を行うこと

を請け負い、又は受託する営業を営む者。 

ただし、業務に関し、法律上登録を必要とするものにあっては、当該登録を

受けている者に限る｡ 

 
※計量証明の登録は、物品の業務委託で申請してください。物品は市と水道局それぞれに申
請が必要です。物品の申請の詳細は、ホームページをご確認ください。 

（物品の営業種目）市：16.調査・検査   水道局：9.その他調査・検査・測定 

Ａ 建設工事 
同一企業がＡとＢを申請す

る場合は、申請書類を別々に

作成してください。 

Ｂ 測量、土木関係建設コンサルタント、建築関係建設コンサルタン

ト、地質調査及び補償コンサルタント等の業務（以下「測量・建設コ

ンサルタント等」という。） 
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【３】経営事項審査の審査対象期間等 

   経営事項審査は、申請日において有効なものに限る。  

 

【４】申請書類の受付期間、提出方法 

  申請書類は、下表の受付期間内に提出してください。 

  受付期間以外の申請は一切受け付けません。 

 

【５】申請書類の提出先・連絡先 

   山陽小野田市監理室（山陽小野田市役所 第２別館２階） 

〒７５６－８６０１ 

    山口県山陽小野田市日の出一丁目１番１号 

電話：０８３６-８２-１１８０(直通) ＦＡＸ：０８３６-３８-７２２２(直通) 

 

【６】申請書類（申請書及び添付書類） 

   提出が必要な申請書類は、別表１「申請書及び添付書類一覧表」のとおりです。 

記入提出の際は、次の「共通事項」、「【７】申請書類作成に当たっての留意事項」

並びに添付書類の様式ごとの記入要領及び欄外の注意事項に留意してください。 

 

＜共通事項＞ 

① 申請書類に虚偽の記入をし、又は重要な事項を記入しなかった場合は入札参加資格

を認定しないことがあります。また、認定を受けた後でそれらの事実が判明した場合

には認定を取り消すことがあります。 

② 申請書類は、別表１の順番にファイルに綴じ込んでください。（【４】参照） 

③ 申請書類は山陽小野田市指定の様式とします。 

ただし、営業所一覧（第５号様式）、建設工事等経歴書（第６号様式）、技術者経

歴書（第７号様式）、使用印鑑届（第９号様式）、委任状（第１０号様式）について

は、市が求めている記入内容と同じであれば他の様式でも支障ありません。 

 ④ 別表１「申請書及び添付書類一覧表」の書類は、別表２「書類を省略できる場合」

に該当する場合は省略することができます。 

⑤ 申請書類は日本語で作成し、その他の書類で外国語により記載されたものは訳文を

添付してください。 

 ⑥ 納税証明書、商業登記簿謄本及び印鑑証明書は、いずれも申請日前３カ月以内に、

また、保険・共済等の加入を証する書類は、申請日前１年以内に証明されたものに限

ります。 

受付期間 
令和８年１月１９日（月）から令和８年２月６日（金）まで 

（受付時間 ８時３０分から１７時１５分まで） 

提出方法 

原則として郵便・宅配便等による（受付期間の最終日必着） 

※市からの受付確認の受領証等（葉書を含む。）は発送しません。 

同封された場合でも返送しません。配達証明等を御利用ください。 

提出部数 １部 

・Ａ４判サイズの紙製ファイル（フラットファイル等、色指

定なし。）に穴を開けて綴じ込んでください。 

・ファイルの表紙及び背表紙に会社名を記入してください。 
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【７】申請書類作成に当たっての留意事項 

   各様式にも記入要領を記載していますので、御確認ください。 

   用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とします。 

   日付は、提出日を記入してください。（受付期間内の日付であること。） 

 

１ 建設工事等競争入札参加資格審査申請書 

   第１号様式（その１）・・・建設業者 

第１号様式（その２）・・・測量・建設コンサルタント等業者 

「新規」「継続」「再登録」の意味は次のとおりです。 

・新 規：山陽小野田市へ初めて申請をする場合 

・継 続：現在、すでに登録されている場合 

・再登録：過去に登録されたことがあるが途中中断し、今回新たに申請する場合 

法人の代表者は、氏名だけでなく役職名も記入してください｡ 

    登記簿上の所在地と実際の所在地が異なる場合は、両方の所在地を記入してくださ

い。（登記簿上の所在地は（ ）書きにしてください。） 

第１号様式（その１）の「入札参加を希望する業種」欄は、建設工事の業態調書（第

３号様式（その１））で入札申請をした業種と一致していること。 

 

２ 入札参加資格審査申請登録票（第２号様式） 

   様式の記入要領を御確認ください。 

 

３ 業態調書 

   第３号様式（その１）・・・建設業者 

第３号様式（その２）・・・測量・建設コンサルタント等業者 

 

４ 経営規模総括表（第４号様式） 

   測量・建設コンサルタント等の申請者のみ提出してください。建設工事の申請者は、

提出不要です。 

   記入対象となる「職員」とは、申請日において、雇用期間を定めることなく雇用さ

れている者であって社会保険及び雇用保険の被保険者である者等をいいます。（パー

トタイム、アルバイト等短期雇用職員は除きます。） 

 

 ５ 測量法第５５条の８第１項の規定に基づく書類の写し（１年分） 

   測量業者は、必ず添付してください。 

    測量法第５５条の８第１項 測量業者は、毎事業年度終了の日から三月以内に、当該事業年度の営業経歴書 

及び当該事業年度に係る第５５条の３第３号の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。 

    測量法第５５条の３第３号 直前一年の事業年度の財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの 

  

６ 現況報告書の写し（１年分） 

   建設コンサルタント登録業者、地質調査業者及び補償コンサルタント登録業者は、

必ず添付してください。（国土交通省に提出済みの受付印のあるもの） 

   経営規模総括表（上記４）に記載する各事業種類別の年間実績額が決算書等に明記



       

 4 

されていない場合は、その額がわかる資料（社内的な資料で可）を添付してください。 

 

７ 財務諸表（１年分） 

   土木関係建設コンサルタント（登録業者を除く。）、建築関係建設コンサルタント

及び補償関係コンサルタント（登録業者を除く。）に限り添付してください。 

損益計算書の完成事業高欄は、測量、土木関係建設コンサルタント、建築関係建設

コンサルタント、地質調査業、補償関係コンサルタント、その他に区分して記入して

ください。損益計算書にこの区分が明記されていない場合は、区分ごとの実績が分か

る資料（社内的な資料で可）を添付してください。 

 

８ 許可（登録）証明書又は許可（登録）通知書の写し 

   １ページに定める「申請者の資格」を有することが確認できる証明書等の写しを添

付してください。 

国又は各都道府県等から発行されたもので、申請日になるべく近い日付のものを提

出してください。 

許可（登録）の更新手続中の場合は、証明書又は通知書の写しと更新申請書（提出

先の受付印のあるもの）の写しを併せて提出してください。 

 

９ 営業所一覧（第５号様式） 

市外業者のみ、提出してください。市内業者は提出不要です。 

    

10 建設工事等経歴書（第６号様式） 

申請日の直前２年間において請け負った工事又は業務（未完了のものを含む。）に

ついて主なものを記入してください。請負代金又は委託料の額については、消費税込

みの金額で記入してください。 

※書類管理上、別冊等の製本された経歴書は添付しないでください。主な工事等（官

公庁）を選んで作成してください。 

 

11 技術者経歴書（第７号様式） 

※市内業者（建設工事及び測量・建設コンサルタント等業者）のみ提出してください。

市外業者は提出不要です。 

申請日時点で在籍する技術者（雇用期間を定めることなく常時雇用されている者で

あって、社会保険及び雇用保険の被保険者である者等。非常勤職員、パートタイム、

アルバイト等短期雇用職員は除く。）を記入してください。 

継続申請をする場合は、この様式に技術者の資格証明書及び雇用関係を示す書類を

添付する必要はありません。受付期間の前に「指名競争入札参加者技術者名簿」を送

付しますので、これと内容が一致するように作成してください。 

新規又は再登録で申請をする場合は、この様式に技術者の資格証明書及び雇用関係

を示す書類（住民税特別徴収税額通知書の写し、健康保険・厚生年金被保険者標準報

酬決定通知書の写し等）を添付してください。 
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12 納税証明書一覧（第８号様式） 

未納（滞納）がないことを証する納税証明書（申請日前３カ月以内に証明されたも

の。）を添付してください。証明の対象となるものは、国税、山口県税、山陽小野田

市税です。他県税又は他市町村税の納税証明書は不要です。 

消費税及び地方消費税については、免税事業者であれば、当該納税証明書の提出は

不要です。 

※国税、県税、市税とも、納税証明書は写しでかまいません。 

 ※市外業者で、山陽小野田市内に営業所等がなくても市税の納付義務がないとは限り

ません。必ず、本社等で納税の有無を確認してください。 

 

13 商業登記簿謄本(法人の場合)、誓約書(代表者が個人の場合)（第１１号様式） 

   法人の場合は、商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書。い

ずれも申請日前３カ月以内に証明されたもの。）の写しを提出してください。 

   代表者が個人の場合は、誓約書（第１１号様式）を提出してください。代表者の自

署の場合は押印省略可能です。 

 

14 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書又は、提出済の総合評定値請求書（申

請日現在、審査申請中の場合のみ）の写し 

   市内及び市外の建設業者は、建設業法施行規則第１９条の９、第２１条の４による

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（総合評定値（Ｐ）の記載のあるもの）

で、申請日現在で有効かつ最新のものの写しを提出してください。 

なお、申請日現在、経営事項審査を申請中の場合は、提出済の総合評定値請求書（審

査行政庁の奥書証明又は受付印のあるものに限る。）の写しを併せて提出してくださ

い。 

測量・建設コンサルタント等の申請者は、提出不要です。 

 

15 雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」であ

ることを証する書類の写し 

   添付する直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の「雇用保険」「健

康保険」「厚生年金保険」の加入状況が「未加入」であった後に、当該保険の加入状

況が「加入」又は「適用除外」となった者は、それぞれ当該事実を証明する書類（「健

康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」、「雇用保険被保険

者資格取得等確認通知書」等）の写しを添付してください。 

 

16 委任状（営業所長等に代理権を与えた場合）（第１０号様式）※写し不可 

   営業所長等に年間を通じて入札や契約及び代金請求等の代理権を与える場合には、

その代理権限を証する書類として、この委任状を提出してください。 

 ※年間を通じて代理権を営業所長等に委任しない場合は提出不要です。 

※市内業者は委任先を設けることはできません。 

 

17 建設業従事職員数一覧表（第１２号様式） 

 ※市内建設業者のみ提出してください。市外の建設業者及び測量・建設コンサルタン
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ト等業者は、提出不要です。 

   申請日時点の常勤職員数（雇用期間を定めることなく雇用されている者であって社

会保険及び雇用保険の被保険者である者等。パートタイム、アルバイト等短期雇用職

員は除く。）について営業所別に記入してください。 

市内に存する営業所に所属する者から順次、５０人に達するまでの職員の氏名、生

年月日等を別表に記入してください。 

  ※山口県の様式ではなく、山陽小野田市指定の様式（役員を含むもの。）を使用して

ください。 

 

 18 使用印鑑届（第９号様式）※写し不可 

   使用印は代表者印（年間委任する場合は委任状の受任者印）としてください。社印

（角印）は登録できません。 

 

19 印鑑証明書 ※写し可 

申請日前３カ月以内に証明されたものを提出してください。 

 

20 暴力団排除に関する誓約書（第１３号様式）※写し不可 

代表者の自署の場合は、押印省略可能です。 

 

21 保険・共済等加入状況 

  ※市内建設業者のみ提出してください。市外の建設業者及び測量・建設コンサルタン

ト等業者は、提出不要です。 

建設業退職金共済組合、中小企業退職金共済事業団、建設業労働災害防止協会に加

入している場合、それを証する書類として、加入（履行）証明書（申請日前 1年以内

に証明されたもの）の写しを提出してください。 

   例：建設業退職金共済組合の共済契約履行（加入）証明書、中小企業退職金共済事業

団の共済契約加入証明書、建設業労働災害防止協会加入証明書 

 

22 ＩＳＯ認証取得状況 

※市内建設業者のみ提出してください。市外の建設業者及び測量・建設コンサルタン

ト等業者は、提出不要です。 

   ISO9001、ISO14001 の認証を取得している者は、認証取得日及び登録範囲を示す登

録証（日本語版）の写しを提出してください。ただし、外国語表記の登録証について

は、日本語訳文を添付してください。 

 

23 「競争入札参加者技術者名簿」を申請書類提出日現在で修正したもの 

※市内建設業者のみ提出してください。市外業者及び市内の測量・建設コンサルタン

ト等業者は、提出不要です。 

現時点で監理室に届け出のある「競争入札参加者技術者名簿」の写しをお送りしま

す。（定期申請時に送付します。）技術者経歴書と内容が一致するように赤ペンで訂

正（追記する場合は、余白に記入するか別葉にすること。また、削除する場合は二本

線で見え消しすること。）した上で提出してください。（「11 技術者経歴書」参照
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のこと。） 

 

 24 １１０円切手を貼付した返信用封筒１通 

   サイズは長形３号で、希望返送先を記入し、１１０円切手を貼ったものを１通提出

してください。資格審査結果の通知を同封してお送りします。 

送付は、５月末頃の予定です。 

 

【８】資格審査結果の通知及び有効期間について 

 建設工事等競争入札参加有資格者名簿は、監理室内の公共工事入札結果等閲覧場所

で公表するとともに、各申請者に審査結果等の通知を行います。 

  建設工事等競争入札参加資格の有効期間は、当該競争入札参加有資格者の登録の告

示の日から令和９年（2027年）３月３１日までとします。ただし、次期の告示がされ

るまでの間は、引き続きその効力を有するものとします。 

 

【９】審査事項等の変更について 

 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書には、有効期限（審査基準日の１年

７カ月後）がありますので、有資格者名簿に登録された建設業者は、有効期限までに

新しいものの写しを提出する必要があります。毎年新しい経営規模等評価結果通知書・

総合評定値通知書の写しを監理室に提出してください。（郵送等可。この場合、変更

届を提出する必要はありません。通知書の写しだけを提出してください。） 

 申請書類を提出後、申請事項に変更があった場合は、「競争入札参加資格審査事項

等変更届」（山陽小野田市指定の様式）に必要な関係書類を添えて市監理室に提出し

てください。 

変更届の様式は、山陽小野田市のホームページ（http://www.city.sanyo-onoda. 

lg.jp）の「産業・観光」→「入札・契約」→「各種申請・登録制度」→「競争入札参

加資格に関する変更（建設・コンサル）」からダウンロードできます。 
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別表１             申請書及び添付書類一覧表 

 

（注）●は、必ず提出する書類、×は提出しなくてよい書類、▲は別表２「書類を省略できる場合」の区分により提出が省略できる書類 

番
号 

様式等の名称 

市内 

建設 

業者 

市外 

建設 

業者 

測量 

業者 

土木関係建設 

コンサルタント 

・ 補 償 関 係 

コンサルタント 

建築関係 

建設コン 

サルタント 

地質 

調査 

業者 

写し 

可否 

１ 競争入札参加資格審査申請書        （第１号様式） ●（その１） ●（その２） 否 

２ 入札参加資格審査申請登録票        （第２号様式） ● ● ● ● ● ● 可 

３ 業態調書                 （第３号様式） ●（その１） ●（その２） 可 

４ 経営規模総括表              （第４号様式） × × ● ● ● ● 可 

５ 測量法第５５条の８第１項の規定に基づく書類（１年分） × × ● × × × 可 

６ 現況報告書の写し（１年分） × × × ▲1 × ● 可 

７ 財務諸表（１年分） × × ▲2 ▲2 ● ▲2 可 

８ 許可(登録)証明書又は許可(登録)通知書の写し ● ● ● ▲1 ▲3 ● 可 

９ 営業所一覧                      （第５号様式） × ● ● ▲2 ● ▲2 可 

10 建設工事等経歴書             （第６号様式） ● ● ▲2 ▲2 ● ▲2 可 

11 技術者経歴書               （第７号様式） ● × ▲4 ▲4 ▲4 ▲4 可 

12 

納税証明書一覧              （第８号様式） ● ● ● ● ● ● 可 

国税納税証明書（法人用又は個人用） ● ● ● ● ● ● 可 

山口県税納税証明書 ● ▲5 ▲5 ▲5 ▲5 ▲5 可 

山陽小野田市税納税証明書 ● ▲6 ▲6 ▲6 ▲6 ▲6 可 

13 
商業登記簿謄本（法人の場合） ● ● ● ● ● ● 可 

誓約書（代表者用：個人の場合）      （第１１号様式） ● ● ● ● ● ● 否 

14 
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書又は提出済の

総合評定値請求書の写し 
● ● × × × × 可 

15 
雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「加入」

又は「適用除外」であることを証する書類の写し 
▲7 ▲7 × × × × 可 

16 委任状                                （第１０号様式） × ▲8 ▲8 ▲8 ▲8 ▲8 否 

17 建設業従事職員数一覧表          （第１２号様式） ● × × × × × 可 

18 使用印鑑届                （第９号様式） ● ● ● ● ● ● 否 

19 印鑑証明書 ● ● ● ● ● ● 可 

20 暴力団排除に関する誓約書         （第１３号様式） ● ● ● ● ● ● 否 

21 保険・共済等加入状況の写し ▲9 × × × × × 可 

22 ＩＳＯ認証取得を示す登録書の写し ▲10 × × × × × 可 

23 
「競争入札参加者技術者名簿」を申請日現在で見え消し等修

正したもの 
▲11 × × × × × 可 

24 返信用封筒 １通（１１０円切手貼付） ● ● ● ● ● ● 否 

申請書の提出部数 １部 

記入提出にあたっては、２ページの「共通事項」、３ページの「【７】申請書類作成に当たっての留意事項」並びに添付書類の様式ごとの

記入要領及び欄外の注意事項に留意して明確に記入してください。 
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別表２             書類を省略できる場合 

 
記号 省略できる場合 

▲１ 
土木関係建設コンサルタントにあって、建設コンサルタント登録規程第２条による登録を受けていない場合 

又は補償関係コンサルタントにあって、補償コンサルタント登録規程第２条による登録を受けていない場合 

▲２ 

 測量法第５５条の８第１項の規定に基づく書類又は現況報告書の写し（１年分）を提出した場合（アの業者はイ

の書類の提出が必要です。） 

ア 業者 イ 書類 

測量業者 
測量法第５５条の８第１項の

規定に基づく書類の写し 

建設コンサルタント登録規程第２条により登録されている土木関係建設コ

ンサルタント（以下「建設コンサルタント登録業者」という。） 

現況報告書の写し 
補償コンサルタント登録規程第２条により登録されている補償コンサルタ

ント（以下「補償コンサルタント登録業者」という。） 

地質調査業者 

 

▲３ 建築設備に係る設計又は工事監理に関する業務に係る申請をする場合 

▲４ 市外業者の場合 

▲５ 山口県税の全税目について、課税されていない場合 

▲６ 

山陽小野田市税の全税目について、課税されていない場合。なお、新設して間がなく納期限未到来の場合は、「法

人等の設立・設置届」の写し（山陽小野田市税務課の受付印があるものに限る。）を納税証明書の代わりに添付し

てください。 

▲７ 
添付する直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」の加

入状況が、「加入」又は「適用除外」である場合 

▲８ 営業所長等に代理権を与えない場合 

▲９ 加入していない場合 

▲10 市外業者の場合又はＩＳＯ9001、14001のいずれの認証も取得していない場合 

▲11 「新規」又は「再登録」の申請をする場合 
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測量・建設コンサルタント等技術者資格一覧表 

測
量 

・ 測量法（昭和２４年法律第１８８号）による測量士又は測量士補の登録を受けている者 

土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト 

・ 技術士法（昭和５８年法律第２５号）による第２次試験のうち技術部門を機械部門（選択科目を「機械設計」、

「材料力学」、「材料強度・信頼性」、「機械力学・制御」、「機械ダイナミクス・制御」、「動力エネルギ

ー」、「熱工学」、「熱・動力エネルギー機器」、「流体工学」、「流体機器」、「交通・物流機械及び建設機

械」、「ロボット」又は「情報・精密機器」とするものに限る。）、電気電子部門、建設部門、上下水道部門（選

択科目を「上水道及び工業用水道」又は「下水道」とするものに限る。）、衛生工学部門（選択科目を「水質管

理」又は「廃棄物管理」もしくは「廃棄物・資源循環」とするものに限る。）、農業部門（選択科目を「農業土

木」又は「農業農村工学」とするものに限る。）、森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）、水

産部門（選択科目を「水産土木」とするものに限る。）、情報工学部門、応用理学部門（選択科目を「地質」とす

るものに限る。）又は総合技術監理部門（選択科目を「機械－機械設計」、「機械－材料力学」、「機械－材料強

度・信頼性」、「機械－機械力学・制御」、「機械－機械ダイナミクス・制御」、「機械－動力エネルギー」、

「機械－熱工学」、「機械－熱・動力エネルギー機器」、「機械－流体工学」、「機械－流体機器」、「機械－交

通・物流機械及び建設機械」、「機械－ロボット」、「機械－情報・精密機械」、「電気電子」、「建設」、「上

下水道－上水道及び工業用水道」、「上下水道－下水道」、「衛生工学－水質管理」、「衛生工学－廃棄物管

理」、「衛生工学－廃棄物・資源循環」、「農業－農業土木」、「農業－農業農村工学」、「森林－森林土木」、

「水産－水産土木」、「情報工学」又は「応用理学－地質」とするものに限る。）とするものに合格し、同法によ

り技術士として登録を受けている者 

・ 技術士法による第１次試験のうち技術部門を機械部門、電気電子部門、建設部門、上下水道部門、衛生工学部

門、農業部門、森林部門、水産部門、情報工学部門又は応用理学部門とするものに合格し、同法により技術士補と

して登録を受けている者 

・ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）による技術検定のうち、検定種目を１級の土木施工管理とするものに合

格した者 

・ 計量法（平成４年法律第５１号）による計量士（環境計量士（濃度関係）及び環境計量士（騒音・振動関係）に

限る。）の登録を受けている者 

・ 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）による第１種電気主任技術者免状の交付を受けている者 

・ 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）による伝送交換主任技術者資格者証（旧第１種伝送交換主任技術者

資格者証を含む。）又は線路主任技術者資格者証の交付を受けている者 

・ （一社）建設コンサルタンツ協会の行うＲＣＣＭ資格試験に合格し、登録を受けている者 

建
築
関
係
建
設 

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト 

・ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）による１級建築士又は２級建築士の免許を受けている者 

・ 建築士法施行規則（昭和２５年建設省令第３８号）第１７条の１８の建築設備士である者 

・ （公社）日本建築積算協会の行う建築積算士（旧建築積算資格者）試験に合格し、登録を受けている者 

地
質
調
査 

・ 技術士法による第２次試験のうち技術部門を建設部門（選択科目を「土質及び基礎」とするものに限る。）、応

用理学部門（選択科目を「地質」とするものに限る。）又は総合技術監理部門（選択科目を「建設－土質及び基

礎」又は「応用理学－地質」とするものに限る。）とするものに合格し、同法により技術士として登録を受けてい

る者 

・ 技術士法による第１次試験のうち技術部門を建設部門、応用理学部門とするものに合格し、同法により技術士補

として登録を受けている者 

・ （一社）全国地質調査業協会連合会の行う地質調査技士資格検定試験に合格し、登録を受けている者 

・ （一社）建設コンサルタンツ協会の行うＲＣＣＭ資格試験（専門技術部門を「土質及び基礎」又は「地質」とす

るものに限る。）に合格し、登録を受けている者 

補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト 

・ 建築士法による１級建築士又は２級建築士の免許を受けている者 

・ 不動産の鑑定評価に関する法律（昭和３８年法律第１５２号）による不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の登録を

受けている者 

・ 土地家屋調査士法（昭和２５年法律第２２８号）による土地家屋調査士の登録を受けている者 

・ 司法書士法（昭和２５年法律第１９７号）による司法書士の登録を受けている者 

・ （一社）日本補償コンサルタント協会の付与する補償業務管理士の資格を有し、登録を受けている者 
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実務経験一覧表 

 

土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト 

 

次の実務経験を有している者 

１ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（旧大学令による大学を含む。）又は高等専門学校（旧専門

学校令による専門学校を含む。）の土木工学又は同等の工学に関する科目を修めて卒業した後、建設コンサルタン

ト等業務に関し２０年以上の実務経験を有する者 

２ 学校教育法による高等学校の土木工学又は同等の工学に関する科目を修めて卒業した後、建設コンサルタント等

業務に関し２２年以上の実務経験を有する者 

３ その他の者にあっては、建設コンサルタント等業務に２５年以上の実務経験を有する者 

（注）「土木工学又は同等の工学に関する科目」とは、橋梁工学、土質科学、河川工学、海岸工学、構造力学、材

料工学、水理学、道路・鉄道工学、コンクリート工学、都市計画、農業土木、森林土木、機械工学、建築学、

鉱山学、地学、物理学等をいい、「建設コンサルタント等業務従事年数」とは、建設事業の計画・調査・立

案・助言及び建設工事の計画・管理業務に従事又はこれを監理した期間の合計年数とする。 

 

地
質
調
査 

 

次の実務経験を有している者 

１ 学校教育法による大学（旧大学令による大学を含む。）又は高等専門学校（旧専門学校令による専門学校を含む。）

の土木工学又は同等の工学に関する科目を修めて卒業した後、地質・土質調査業務に関し１５年以上の実務経験を

有する者 

２ 学校教育法による高等学校の土木工学又は同等の工学に関する科目を修めて卒業した後、地質・土質調査業務に

関し２０年以上の実務経験を有する者 

３ その他の者にあっては、地質・土質調査業務に２５年以上の実務経験を有する者 

（注）なお、「土木工学又は同等の工学に関する科目」とは、橋梁工学、土質科学、河川工学、海岸工学、構造力

学、材料工学、水理学、道路・鉄道工学、コンクリート工学、都市計画、農業土木、森林土木、機械工学、

建築学、鉱山学、地学、物理学等をいい、「地質・土質調査業務従事年数」とは、地質・土質調査業務の計

画・調査・立案・助言及び管理業務に従事又はこれを監理した期間の合計年数とする。 

 

補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト 

 

公共用地取得実務経験者（官公庁に勤務し、公共用地の取得業務に１０年以上従事した実績のある者） 


